
市町村都市計画マスタープランについて～現行計画策定以降の運用指針の主な変更点～ 

 

千曲市都市計画マスタープランの概要 

現 行 計 画 期 間 ：平成 18年度～令和８年度（平成 31年３月改訂） 

次期計画策定期間：令和７～８年度（次期計画期間：令和９～28年度） 

委 託 業 者 ：㈱ワイド（長野県伊那市西町 5845番地 1） 

 

①基本的事項 

１．地域別構想における土地利用の方針について 

都市計画運用指針の改定により、「都市計画区域のみでなく、都市全体を対象とする」考え方も追記された。 

 

２．土地利用、都市施設、市街地開発事業について 

地域別構想の方針として明らかにするのが望ましいものとして「既存集落の維持、インターチェンジや幹線道路

周辺における工場や研究施設、物流施設といった産業の立地等」が追記された。 

 

３．緑の基本計画との関係について 

計画記載事項が「生活環境、自然的環境等に及ぼす影響について、緑の基本計画の内容も踏まえつつ、十分に配

慮することが望ましい。」とされた。 

 

４．立地適正化計画との関係について 

市町村マスタープランと立地適正化計画はそれぞれ独立したものであるが、運用指針の改定（令和 5年 7月）に

より、「都市再生法第８１条第２項第１号に示す住宅及び都市機能増進施設※の立地の適正化に関する基本的な方

針については、」市町村マスタープランの一部とみなされると明記。 

※医療、福祉、商業、教育、文化など、都市の居住者の生活の利便性や福祉の向上に大きく貢献する施設。 

〇基本的事項関連ワード：脱炭素・カーボンニュートラル都市、ウォーカブル（歩きやすさ）/歩行者重点のまち

づくり、質の高い居住の誘導、オープンスペースの有効化 

 

②防災 

１．防災の観点を考慮したまちづくりについて 

「地域ごとに災害リスクの評価を行い、当該地域における治水事業の計画期間等を踏まえ、いつまでにどの程度

まで安全性を確保できるか、それまでの間にどのように対策を講じていくかなど、防災の観点を考慮したまちづ

くりの目標を設定することが望ましい」が追記。 

〇防災関連ワード：レジリエンス/強靭化 

 

③グリーンインフラ 

１．緑地空間について 

「緑地空間のグリーンインフラとしての機能の評価」についての方針を明らかにすることが望ましいと追記。 

 

２．まちづくり GXについて 

都市緑地の質・量の確保に向けた取組みを国家的な観点からより一層推進するために、国土交通大臣が「都市に

おける緑地の保全及び緑化の推進に関する基本的な方針」（緑の基本方針）を策定（令和６年１２月）。 

〇グリーンインフラ関連ワード：脱炭素・カーボンニュートラル都市 
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１．計画改定の趣旨
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都市計画マスタープランは、市町村がその創意工夫の下に住民の意見を反映
し、都市づくりの具体性ある将来ビジョンを確立して地域別の
あるべき市街地像を示すとともに、課題に応じた整備方針、
地域の都市生活、経済活動等を支える諸施設の計画等を、
市町村自らがきめ細かくかつ総合的に定めた都市計画の方
針です。
本市では、基準年次を平成18年、目標年次を平成38年（令和８年）とし
た都市計画マスタープランを策定し、平成30年度に見直しを行ってきました。本
計画の目標年次が令和８年度であることや、市の最上位計画である千曲市総
合計画が令和８年度に見直し予定であるほか、長野県の都市計画区域マス
タープランも現在見直しに着手しており、これらの計画を踏まえた改定作業を実
施します。



（１）計画の位置づけ

本マスタープランは、都市計画法第18条の２に

規定する「市町村の都市計画に関する基本的な方針」
として定めるものです。
本市の将来の都市づくりを位置づける上位計画に
は、千曲市総合計画や長野県が策定した都市計
画の目標や土地利用等の基本方針を示した「千
曲市都市計画区域の整備、開発及び保全の
方針」等があります。
本市の都市計画マスタープランは、これらの計画
に即して定めるとともに、本市の関連する諸計画
との調整を図りながら、将来の都市づくりの形を位
置づけるものとします。

２．計画の位置づけと期間
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【計画の位置づけ】

（２）計画期間（20年間）

令和９年度 ～ 令和28年度

＜国・長野県等の上位計画＞

＜千曲市の上位計画＞
千曲市総合計画

即す

千曲市都市計画マスタープラン
※立地適正化計画を含む 市

民
都市計画の決定・変更

＜都市づくりの実施＞

土地利用 都市施設

市街地開発事業 地区計画等

公表

意見

意見

公表

公表

意見



３．市民参加の手法
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計画策定にあたっては、千曲市まちづくり基本条例の理念を尊重し、市民参加を積

極的に推進します。

 各種アンケート調査等の実施
計画策定に向け、アンケート調査などを活用し意見を聴取します。

 パブリックコメントの実施
計画素案についてパブリックコメントを実施し、いただいたご意見を参考に計画に反
映します。

5



４．推進体制
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（１）庁内

 千曲市都市計画マスタープラン策定委員会
・副市長を委員長とし部局長で構成する都市計画マスタープラン策定委員会を設
置し、計画案について調査・審議します。
・必要に応じて部会を設置し、専門的な事項について調査、検討します。

 職員参画
・職員の意見・提言を求めていきます。
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４．推進体制
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（２）審議会・議会

 千曲市都市計画審議会
・各分野の有識者等で構成する都市計画審議会において調査・審議します。
・市は審議会の答申を最大限に尊重し、計画策定を行います。

 千曲市議会
・計画策定にあたり、市民の代表である議会との連携・連帯は不可欠であることか
ら、策定の進捗状況に応じて、議会に諮りながら進めていきます。
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４．推進体制
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報告

【庁内】 【審議会・議会】

市議会市長

千曲市都市計画審議会
（都市計画法第18条）

委員：13人

学識経験者及び市議会議員の中から、
市長が委嘱

千曲市都市計画策定委員会
委員長：副市長
副委員長：教育長
委員：部長、議会事務局長

意見

説明

諮問

答申
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意見 報告
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５．策定スケジュール
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年
度

月
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・
千
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市
民

令和７年度 令和８年度

９ 10 11 12 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３８

策
定
方
針
（
案
）
の
検
討

都
市
計
画

審
議
会

策定委員会における検討

審議会における調査・審議 答申

計
画
素
案
の
策
定

都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン

策
定

12月
議会

３月
議会

９月
議会

12月
議会

３月
議会

６月
議会

協
議
・
報
告

パブリックコメント
（30日以上）市民意見の聴取

９月
議会

計
画
案
の
策
定

アンケート調査
パブリックコメ
ント（15日
以上）

策
定
方
針
の
決
定

策
定
委
員
会


